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（２）地域福祉の対象者と担い手 

地域福祉の対象者は、年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、地域で暮らす、すべての

人々です。 

地域福祉の担い手も、地域住民、町内会・自治会、学校、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等関係

団体、ボランティア、民生委員児童委員、社会福祉施設等の職員、福祉関係事業者、保健医療

事業者、行政など、あらゆる人々が地域福祉の担い手です。 

市民と行政との関係について、本市では「川崎市自治基本条例」を制定し、市民と議会と市

長等が行うそれぞれの自治運営の役割と責務等を定めています。 

 

（３）令和７（2025）年以降を見据えた想定される課題とめざす姿 

本市における高齢化は今後急速に進み、現在、高齢者数は約 31.5万人（令和４（2022）年

10月１日現在）ですが、令和７（2025）年には 34万人まで増加することが見込まれます。特

に、75 歳以上の後期高齢者については、16.8 万人から、令和７（2025）年には 20.5 万人

まで増加することが見込まれます。また、その後、令和 12（2030）年頃の人口のピークを経

て、令和 27（2045）年頃には、現役世代が約２人で１人の高齢者を支える状況となることが

見込まれています。 

さらに、人口動態と関連して、認知症高齢者の増加や、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの

世帯の増加等により、地域社会が変容し、生活課題の複雑化・多様化が進んでいくものと考え

られます。 

こうした中で、本市においては「推進ビジョン」を策定し、現在、第２段階の「システム構築期」

として、令和７（2025）年度を目標に、地域包括ケアシステム構築に向けた各関連の行政計画

において具体的な取組を進めています。さらに、第２段階に続く第３段階の社会状況を見据え、

令和７（2025）年以降に向けて、関連行政計画間の中長期的・横断的な課題とめざす姿につ

いて、計画横断的なテーマとして「地域の基盤」「安全・安心」「健康・予防」「権利擁護」「次世代

育成」「社会参加」「地域資源の活用」という取組ごとに整理しました。 

こうした考え方をもとに、各関連行政計画間で横断的に計画期間内の取組を進め、大枠と

して、令和７（2025）年以降の社会変容への対応に向けた取組を推進します。 
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【令和７（2025）年以降の当面想定される課題とめざす姿】 

 

現状の課題と令和７（2025）年以降の 

当面想定される課題 

令和７（2025）年以降の 

地域福祉のめざす姿 

地
域
の
基
盤 

○アフターコロナを見据え「新しい生活様
式」を踏まえた地域における新たな取組
の推進が求められている。 

○人口構成や住宅環境、地域でのつながり
などについて地域差が出てきており、地
域におけるこれまでの取組を継続してい
くことが難しい状況が差し迫ってきて 
いる。 

○家族機能が縮小し、あらゆる世代の人々

が様々な困難や課題に直面していること

から、家族機能を補完する地域の機能が

ますます必要となってきている。 

○アフターコロナの「新しい生活様式」によ
る地域社会の変容を踏まえて、多くの地
域で、オンライン等の活用による地域の状
況に応じた多様な住民主体の課題解決に
向けた取組が行われている。 

○高齢者は支えられる側という意識ではな
く、様々な形態で高齢者世代の多くの方
が地域の活性化に関わっている。 

○行政や社会福祉協議会などの公的サービ

スを提供する機関は、プラットフォームビ

ルダー等として、各地域の課題解決に向

けた支援を行っている。 

安
心
・安
全 

○支援に結び付かない人を地域の中で気
にかけ、必要に応じて、専門多職種によ
る支援につなげ、誰もが安心して暮らし
続けられる地域づくりが課題となってい
る。 

○近年、大規模災害が多発している状況を

踏まえ、大規模災害に備えた自助、互助、

共助、公助による取組の推進が求められ

ている。 

○困ったときに声を挙げられる地域づくり
が進むとともに、いざというときに、周囲
や相談機関に相談でき、包括的な支援に
つながる環境づくりが行われている。 

○日頃からの見守り・支え合いの取組の充

実を図り、災害時要配慮者支援や防災を

目的とした取組を進め、地域の安全・安心

が広がっている。 

健
康
・予
防 

○団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護

高齢者をはじめ、疾患を抱えている方が

急増していく。 

○健康づくり・介護予防の取組が進み、健康

寿命が延伸している。 

権
利
擁
護 

○少子高齢化、世帯人員の減少などによ

り、地域で暮らす高齢者や障害者などへ

の権利擁護のニーズが増大している。身

近で適時適切な支援が求められている。 

○川崎市成年後見制度利用促進計画に基づ

き、権利擁護事業や成年後見制度への理

解が進み、利用が促進され、高齢者や障

害者などが自己決定・自己実現できる環

境が広がっている。 

次
世
代
育
成 

○子どもや若者が、地域の中で社会的孤立

に陥らず、地域で暮らしていける環境づ

くりが必要となっている。 

○次世代を対象とした地域でのつながりを

育んでいくための取組が地域の多様な機

関により取り組まれ、子どもたちの地域

への愛着が育まれている。 

社
会
参
加 

○障害者や病気がある人も、住み慣れた地

域や望む場で自立した生活を送れるよう

に、障害や病気への理解、個々人に応じ

た社会参加がより必要となっている。 

○障害や病気への市民の理解が進み、お互

いに支え合い、助け合う、地域社会づくり

の意識が高まり、すべての市民の個々人

に応じた社会参加が促されている。 
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現状の課題と令和７（2025）年以降の 

当面想定される課題 

令和７（2025）年以降の 

地域福祉のめざす姿 

地
域
資
源
の
活
用 

○限られた資源を効率・効果的に活用して

いくための地域福祉におけるコーディ

ネート機能の必要性が高まっている。 

○既存の資源に関する情報を共有し、市民、

事業者、行政など多様な主体が連携・協

働し、オンライン等を活用した地域の課題

に対するきめ細やかな対応が図られてい

る。 
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７ 第７期計画期間における施策の方向性 

（1）計画の基本理念・目標 

第７期計画では、第６期計画中の新たな課題や引き続き検討すべき課題、地域福祉実態調

査のニーズ、さらに、国における「地域共生社会の実現」の考え方などを踏まえ、基本理念は第

６期計画を踏襲し「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり～川崎

らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～」とします。 

さらに、基本目標は「推進ビジョン」を踏まえ、「①ケアへの理解の共有とセルフケア意識の

醸成」、「②安心して暮らせる住まいと住まい方の実現」、「③多様な主体の活躍によるより良

い支援の実現」、「④一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現」「⑤地域包

括ケアをマネジメントするための仕組みの構築」の５つとし、地域福祉の向上を推進します。 

施策の展開にあたっては、本市は都市部特有の地域のつながり等について、希薄な一面も

ある一方で、日常生活を送る上での地域資源が比較的集約されている地理的特徴、ボラン

ティア活動などの市民活動が盛んに行われてきたこと、高い産業集積を持ち、魅力ある民間

資源も多くあること、これらの強みを活かして、「推進ビジョン」に掲げる「誰もが住み慣れた

地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」につなげられるように取

組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成 

２ 安心して暮らせる住まいと住まい方の実現 

３ 多様な主体の活躍によるよりよい支援の実現 

４ 一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現 

５ 地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築 

基本理念 

基本目標 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～  
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